
【次回日程】９月９日（火）議会運営委員会理事会 午後１時／ 議会運営委員会 午後２時 

議 会 運 営 委 員 会 
 

令和７年９月２日（火） 
 

１ 令和７年第３回葛飾区議会定例会の開催について 

(1) 区長発言（要旨）について（別紙） 

(2) 付議事件案について（別紙） 予算案    ４件 
条例案    ５件 
契約案    ６件 
報告案    ６件  
人事案    ２件 
その他    ２件 ［計２５件］ 

(3) 会期について（別紙）   令和７年９月１０日(水)～１０月７日(火) ２８日間 
中間本会議 ９月２６日（金） 

(4) 区政一般質問について   順  序  区民連／共産党／みらい／自民党／公明党／ 

無所属 

持ち時間  自民党： ５５分 ／ 公明党： ４０分 ／ 
区民連： ３５分 ／ 共産党： ３０分 ／ 
みらい： ２５分 ／ 無所属：各２０分 

通告締切    ９月５日(金) 午後２時 
(5) 請願等について      初日付託   ９月８日(月) 受付分まで 
(6) 意見書等の提出について  件名・案文締切 ９月８日(月) 午後４時 
(7) 決算審査特別委員会の設置について（別紙） 

(8) 署名議員          １５番 門 脇 翔 平 議員 

１６番 沼 田 たか子 議員 

３３番 小 山 たつや 議員 

 

２ そ の 他 

(1) 専決処分の報告について（別紙） 

(2) 令和６年度決算に基づく健全化判断比率について（別紙） 

(3) 葛飾区議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例について（別紙） 
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葛飾区議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例 

について 

 

 

１ 改正理由 

  交付対象とならない空白期間を是正するため、政務活動費を月割り交付か 

ら日割り交付に改めるもの 

 

２ 概要 

任期開始後の交付対象期間が翌月分からとなり、任期開始後の最初の月が交 

付対象とならない状況を是正するため、月割り交付を日割り交付に改めること

で、任期開始月の議員の活動を保障する。 

 

３ 新旧対照表 

  別紙のとおり 

 

 

４ 施行日 

  令和７年11月13日 
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現 行 改正案 

（交付の方法） 

第３条 政務活動費は、四半期ごと

に交付するものとし、各四半期の

最初の月（以下「交付月」とい

う。）に、当該四半期に属する月数

分を交付する。ただし、四半期の

途中において議員の任期が満了す

る場合は、任期満了日の属する月

までの月数分を交付する。 

 

２ 政務活動費は、交付月の 15 日に

交付する。ただし、その日が休日

（葛飾区の休日を定める条例（平

成元年葛飾区条例第１号）に規定

する休日をいう。)に当たる場合

は、その翌日とする。 

 

 

 

（会派に対して交付する政務活動費） 

第４条 (略) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（交付の方法） 

第３条 政務活動費は、四半期ごと

に交付するものとし、各四半期の

最初の月（以下「交付月」とい

う。）に、当該四半期に属する月数

分を交付する。 

 

 

 

 

２ 政務活動費は、交付月の 15 日（その日

が休日（葛飾区の休日を定める条例（平

成元年葛飾区条例第１号)に規定する休日

をいう。）に当たる場合は、その翌日）に

交付する。ただし、１の四半期の途中に

おいて新たに結成された会派及び新たに

議員となった者に対し、交付する場合

は、この限りでない。 

 

（会派に対して交付する政務活動費） 

第４条 (略) 

 

２ 前項の規定にかかわらず、議員の任期

が満了する日の属する月の政務活動費の

額は、前項で定める月額を当月の日数で

除して得た額（以下この条において「日

割額」という。）に当月の１日から当該任

期が満了する日までの日数を乗じて得た

額（１円未満の端数が生じた場合は、そ

れを四捨五入して得た額)とする。 

 

葛飾区議会政務活動費の交付に関する条例新旧対照表 

（関連部分抜粋）  

別紙 



 

3 
   

２ １の四半期の途中において新たに結成

された会派に対しては、結成された日の

属する月の翌月分（その日が基準日に当

たる場合は、当月分)から政務活動費を交

付する。 

 

 

 

 

 

 

 

３ 基準日において議員の辞職、失職、除

名若しくは死亡又は所属会派からの脱会

があった場合は、当該議員は第１項の所

属議員数に含まないものとし、基準日に

おいて議会の解散があった場合は、当月

分の政務活動費は交付しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 政務活動費の交付を受けた会派につい

て、１の四半期の途中において所属議員

数に異動が生じた場合において、既に交

付した政務活動費の額が異動後の所属議

員数に基づいて算定した政務活動費の額

３ １の四半期の途中において新たに結成

された会派に対しては、結成された日の

属する月以降の月分の政務活動費を交付

する。この場合において、 結成された日

の属する月の政務活動費の額は、第１項

の規定にかかわらず、日割額に結成され

た日から当月末日までの日数を乗じて得

た額（１円未満の端数が生じた場合は、

それを四捨五入して得た額）に結成され

た日の当該会派の所属議員の数を乗じて

得た額とする。 

 

４ １の四半期の途中において政務活動費

の交付を受けた会派の所属議員に議員の

辞職、失職、除名若しくは死亡があった

場合又は議会の解散があった場合は、当

該会派は、その事由が発生した日の属す

る月以降の月分の政務活動費（当該事由

に係る所属議員の分に限る。）であって、

既に交付されたものを返還しなければな

らない。この場合において、当該事由が

発生した日の属する月の分として返還す

る額は、日割額に当該事由が発生した日

の翌日から当月末日までの日数（当該事

由が発生した日が当月の末日であるとき

は、０日）を乗じて得た額（１円未満の

端数が生じた場合は、それを四捨五入し

て得た額）に当該事由に係る所属議員の

数を乗じて得た額とする。 

 

５ １の四半期の途中において政務活動費

の交付を受けた会派の所属議員数に異動

（前項に規定する場合によるものを除

く。以下この項において同じ。）が生じた

場合には、異動が生じた日から 30日以内
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を下回るときは、異動が生じた日の属す

る月の翌月（その日が基準日に当たる場

合は、当月)の末日までに当該会派に対し

当該下回る額を追加して交付するものと

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 前項に規定する場合において、既に交

付した政務活動費の額が異動後の所属議

員数に基づいて算定した政務活動費の額

を上回るときは、当該会派は、同項に規

定する日までに当該上回る額を返還しな

ければならない。 

 

６ 政務活動費の交付を受けた会派が１の

四半期の途中において解散した場合（議

会の解散があったときを含む。)は、当該

会派の代表者であった者は、解散の日の

属する月の翌月分（その日が基準日に当

たる場合は、当月分)以後の政務活動費を

返還しなければならない。 

に、既に交付した政務活動費の額が異動

後の所属議員数に基づいて算定した政務

活動費の額に満たないときは不足額を追

加して交付するものとし、既に交付した

政務活動費の額が異動後の所属議員数に

基づいて算定した政務活動費の額を超え

るときは、当該会派は、超過額を返還し

なければならない。この場合において、

異動が生じた日の属する月の政務活動費

の額は、第１項の規定にかかわらず、日

割額に当月１日から異動が生じた日の前

日までの日数（１日に異動が生じた場合

は、０日）を乗じて得た額（１円未満の

端数が生じた場合は、それを四捨五入し

て得た額）に異動前の所属議員数を乗じ

て得た額と異動が生じた日から当月末日

までの日数を乗じて得た額（１円未満の

端数が生じた場合は、それを四捨五入し

て得た額）に異動後の所属議員数を乗じ

て得た額の合計額とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 政務活動費の交付を受けた会派が１の

四半期の途中において解散した場合は、

当該会派の代表者であった者は、解散の

日の属する月以降の月分の政務活動費を

返還しなければならない。この場合にお

いて、解散した日の属する月の分として

返還する額は、日割額に解散した日から
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（議員に対して交付する政務活動費） 

第４条の２ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ １の四半期の途中において新たに議員

となった者に対しては、議員となった日

の属する月の翌月分(その日が基準日に当

たる場合は、当月分)から政務活動費を交

付する。 

 

 

 

 

 

 

 

３ 基準日において議員でなくなった場合

は、当月分の政務活動費は交付しない。 

 

 

 

当月末日までの日数を乗じて得た額（１

円未満の端数が生じた場合は、それを四

捨五入して得た額）に解散した日の当該

会派の所属議員の数を乗じて得た額とす

る。 

 

（議員に対して交付する政務活動費） 

第４条の２ （略） 

 

２ 前項の規定にかかわらず、議員の任期

が満了する日の属する月の政務活動費の

額は、前項で定める月額を当月の日数で

除して得た額（以下この条において「日

割額」という。）に当月の１日から当該任

期が満了する日までの日数を乗じて得た

額（１円未満の端数が生じた場合は、そ

れを四捨五入して得た額）とする。 

 

３ １の四半期の途中において新たに議員

となった者及び政務活動費の交付を受け

ていた会派を離脱した者に対しては、そ

の事由が発生した日の属する月以降の月

分の政務活動費を交付する。この場合に

おいて、当該事由が発生した日の属する

月の政務活動費の額は、前項の規定にか

かわらず、日割額に当該事由が発生した

日から当月末日までの日数を乗じて得た

額（１円未満の端数が生じた場合は、そ

れを四捨五入して得た額）とする。 

 

４ 政務活動費の交付を受けた議員が、１

の四半期の途中において議員でなくなっ

たときは、議員でなくなった日の属する

月以降の月分の政務活動費であって、既

に交付されたものを返還しなければなら
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４ 政務活動費の交付を受けた議員が、１

の四半期の途中において議員でなくなっ

た場合は、議員でなくなった日の属する

月の翌月分（その日が基準日に当たると

きは、当月分）以降の政務活動費を返還

しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ない。この場合において、議員でなくな

った日の属する月の分として返還する額

は、日割額に当該議員でなくなった日の

翌日から当月末日までの日数（議員でな

くなった日が当月の末日であるときは、

０日）を乗じて得た額（１円未満の端数

が生じた場合は、それを四捨五入して得

た額）とする。 

 

５ 政務活動費の交付を受けた議員が、１

の四半期の途中において政務活動費の交

付を受けている会派に所属したときは、

所属した日の属する月以降の月分の政務

活動費を返還しなければならない。この

場合において、所属した日の属する月の

分として返還する額は、日割額に所属し

た日から当月末日までの日数を乗じて得

た額（１円未満の端数が生じた場合は、

それを四捨五入して得た額）とする。 

 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年 11月 13 日から

施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前にこの条例によ

る改正前の葛飾区議会政務活動費の交付

に関する条例の規定により交付された政

務活動費に係る報告書の提出及び残額の

返還については、なお従前の例による。 
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